
球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

令和４年６月末時点

○令和２年７月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、球磨川においては、国、県、市町村等が連携し、被災した箇所で、河道掘削、
堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地等の取り組みを集中的に実施することにより、令和２年７月豪雨と同規模の洪水に対して、越水に
よる氾濫防止※（人吉市の区間等）、家屋の浸水防止※（中流部）など、流域における浸水被害の軽減を図る。
※従来から検討してきた貯留型ダム並びに再開発後の市房ダムによる洪水調節の効果を含む
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R3.10撮影

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況について

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 ０９６５－３２－４１３５

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトについて
八代河川国道事務所HPで進捗状況を公表中▶

【ハード対策の進捗状況】 令和４年６月末時点

①河道掘削
令和３年出水期まで：約70万m3掘削完了
令和３年出水期以降：約101万m3掘削完了、引き続き推進を図る

②輪中堤・宅地かさ上げ（6地区）
地元協議中、測量実施中、地質調査実施中、用地調査中

③引堤（延⾧約600m）
地元協議中、用地調査実施中

④遊水地（調節容量約600万m3）
地元協議中

施工状況（八代市）
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○災害復旧（堤防決壊を含む）

○災害復旧（権限代行）
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河道掘削の進捗状況について

2

【施工前状況】 【施工後状況】
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令和４年６月末時点

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和４年６月末現在約１７１万m3を撤去。
○引き続き、河道掘削を推進していく。
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護岸等の災害復旧状況について

○令和２年7月豪雨により被災した護岸等の被災２９箇所について、令和４年出水期までにすべて完了。

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 ０９６５－３２－４１３５

令和４年６月末時点

【位置図】

R2.7撮影

球磨川右岸43k200付近
（球磨村一勝地）

⑰

R4.1撮影

【被災状況】 【復旧完了】

：被災箇所（本復旧完成）

【被災状況】 【復旧完了】

R4.6撮影

② 球磨川左岸8K800付近
（八代市渡町）

⑪ 球磨川左岸１８Ｋ０００付近
（八代市坂本町合志野）

R4.6撮影

R2.7撮影

R2.7撮影
⑱ 球磨川左岸42k000付近

（葦北郡芦北町告）

R4.6撮影



○権限代行９河川については、令和３年５月末までに約２０万ｍ３の土砂掘削を完了。
○護岸等の被災施設の復旧については、約１４０箇所の全箇所に着手し、令和４年度末までに完了予定

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代復興事務所 ０９６５－３９－５１０１

護岸被災等の復旧について（権限代行区間）

令和４年６月末時点

R4.5撮影
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○輪中堤・宅地かさ上げについて、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和３年３月から順次開催
し、地域との合意形成に努めている（３市町村 計７０回開催 ※６月末時点）。
○事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和３年４月から現地調査（家屋敷高調査等）を行い、現在、測量・
地質調査等を実施中
○また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。

輪中堤・宅地かさ上げの進捗状況について

※地図上の範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

令和４年６月末時点

対象地区（令和４年２月末時点）
八代市：３地区１６箇所
芦北町：１地区 ５箇所
球磨村：２地区１２箇所
計 ：６地区３３箇所

かさ上げ高さの表示（R4.6.16）
【八代市合志野地区】

測量状況（R4.6.7）
【八代市西鎌瀬地区】



球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

○引堤・遊水地について、県及び関係市町村と連携を図ったうえで対象となる各地区で事業説明会を令和３年２月から順次開催。
（４市町村 計２７回開催 ※５月末時点）
○事業説明会にて事業説明及び現地立ち入りの説明を行ったうえで、令和３年４月から現地調査（測量等）を行い、現在、用地測量、地質調査を実施中。
○また、復興・再生に向けた各地区のまちづくり懇談会等に参加し、地元との合意形成に努めている。

引堤・遊水地の進捗状況について

人吉市

相良村

球磨村

錦町

川
辺

川
川
磨
球

遊水地

堤防整備（引堤)

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 ０９６５－３２－４１３５

令和４年説明会等実施状況

※図上の点線囲み範囲は測量等のおおまかな計画範囲を示す

令和４年６月末時点

事業説明会(R4.3.21)
【球磨村渡地区】

事業説明会(R4.3.11)
【人吉市中神地区】

用地調査の状況【球磨村】

・用地調査中
（球磨村渡地区）

・用地協議中
（相良村柳瀬地区）
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球磨川水系河川整備基本方針の変更、球磨川水系河川整備計画の策定に向けて

河川整備基本方針・河川整備計画の策定の流れ

球磨川水系河川整備計画策定に向けて

令和３年 8月４日 第1回学識者懇談会

令和３年12月13日 第2回学識者懇談会

令和4年 2月17日 第3回学識者懇談会

令和4年 3月28日 第4回学識者懇談会

令和4年 4月4日 整備計画原案公表

(～5月6日 HP/意見箱等による意見聴取)

令和4年 4月23日～27日 公聴会開催

令和4年6月24日 令和4年度 第1回学識者懇談会

【主な議事】・関係住民への意見聴取結果

・球磨川水系河川整備計画(案)の(案)

について

令和4年 7月1日 整備計画(案)公表

球磨川水系河川整備基本方針変更手続き
※河川整備基本方針検討小委員会の開催状況

令和3年7月8日 第１回審議

令和3年9月6日 第２回審議

令和3年9月29日 第３回審議

令和3年10月11日 第４回審議

令和3年12月2日 再審議

令和3年12月17日 河川整備基本方針変更

○球磨川水系では、河川整備基本方針（平成１９年５月策定）で定めた基本高水のピーク流量を上回る洪水が発生したことを踏まえ、
令和３年１２月１７日に 球磨川水系河川整備基本方針の変更を行なった。

○変更した球磨川水系河川整備基本方針に基づき、今後概ね20～30年間の具体的な河川整備の目標や内容を示す“球磨川水系河川整備計
画”の策定手続きを現在進めている。

○令和4年7月1日に、関係住民の皆様から出されたご意見や、学識経験者からいただいたご意見を反映し作成した球磨川水系河川整備計
画(案)を公表。

○今後、熊本県知事への意見聴取を行い、球磨川水系河川整備計画を策定予定。

河川法（昭和39年7月10日法律第167号）（抄）
（河川整備基本方針）
第十六条（略）
２（略）
３国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
４～５（略）
６前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

河川整備計画の
決定・公表

学識経験を有する者河川整備計画の
案の作成河川整備基本方針

の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
計
画

河
川
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事
、
河
川
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維
持

⾧期的な河川整備の最終目標 河川整備基本方針に沿って定める具体的な整備の内容

（計画対象期間：20～30年程度）

○河川整備計画の目標に関する事項

○河川の整備の実施に関する事項

○当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に
関する基本方針

○河川の整備の基本となるべき事項

・基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項

・主要な地点における計画高水流量、計画高水 位、計画横断形に係る
川幅、流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

（一級河川の場合）

関係都道府県知事
（二級河川の場合）

関係市町村長

・河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

・河川の維持の目的、種類及び施行の場所

関係住民

意見聴取

意見を反映させる
ために必要な措置

意見聴取

（一級河川の場合）

社会資本整備審議会

（二級河川の場合）

都道府県河川審議会
都道府県河川審議会がある場合

意見聴取

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 ０９６５－３２－４１３５



各説明会等実施状況（令和4年5月末時点)
■流域治水に関する説明会・懇談会（R3.2月～)

◇開催・参加回数 １５２回
◇のべ参加人数 ４，７２７名

年度毎の開催状況
令和2年度：計17回 のべ777名参加
令和3年度：計113回 のべ3521名参加

自治体毎内訳
八代市 ７０回 芦北町 ９回
人吉市 ２５回 球磨村 ３４回 その他 １４回

■河川環境教育・防災教育（R2.7月～)

◇開催回数 １７回
◇のべ参加人数 ６２７名

年度毎の開催状況
令和2年度：計4回開催 のべ118名参加
令和3年度：計13回開催 のべ509名参加

令和4年度の開催予定
（防災教育） 令和4年6月17日 八代高校

令和2年7月豪雨以降、八代河川国道事務所では円滑な事業進捗や住民の方への事業の理解促進に向け、事業に関する住民説明会を随時
実施している。
また、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに関連して、各自治体が開催する事業説明会やまちづくり懇談会に積極的に参加すること
で、地域の意見をお聴きして事業に反映し、円滑な事業進捗につなげている。
更に幅広い年代に球磨川流域への理解、防災意識を醸成して頂くための取り組みとして、流域の学校を対象に河川環境教育・防災教育
に取り組んでいる。

事業説明会の様子
（球磨村）

事業説明会の様子
（球磨村）

防災教育の様子
（フィールドワーク）
防災教育の様子

（フィールドワーク）

環境教育の様子
（ごみパトロール）
環境教育の様子

（ごみパトロール）

球磨川流域の復旧・復興に向けた取組み Vol.25

令和４年６月末時点

流域治水への理解促進や住民参加のための説明会

問合せ先 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 ０９６５－３２－４１３５


